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習志野市選挙管理委員会議事録 

 

 

令和元年度第４回定例選挙管理委員会 

 

〇開催日 

 令和元年９月２日（月）午前９時～午前１０時３０分 

〇場所 

 市役所２階会議室３ 

〇委員 

 ４名中「出席４名」「欠席０名」 

役職 氏名 出欠 備考 

委員長 金 子 光 雄 出席  

委員長職務代理者 田 畑 富三夫 出席  

委員 中 野   隆 出席 議事録署名 

委員 染 谷 雅 美 出席  

〇付議事項と審議結果 

 上程６件中「承認６件」「不承認０件」「審議未了０件」 

付議事項 審議結果 

議案第７３号 

定時登録日の変更について 
承認 

議案第７４号 

選挙人名簿に登録する者を定めることについて 
承認 

議案第７５号 

選挙人名簿から抹消することついて 
承認 

議案第７６号 

在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて 
承認 

議案第７７号 

在外選挙人名簿から抹消することについて 
承認 

議案第７８号 

直接請求に必要な選挙人の数の決定について 
承認 

 

＜ 発 言 要 旨 ＞ 

【委員長】 

 只今より、令和元年度第４回定例選挙管理委員会を開会します。 

 会議録署名委員は、選挙管理委員会規程第１０条の規定により、中野委員を指名

します。 

 本日の議題は、定時登録日の変更について他５件です。 

議案第７３号 定時登録日の変更について事務局より説明をお願いします。 
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【事務局】 

 議案第７３号 定時登録日の変更についてです。一昨年度の公職選挙法の改正に

より、３月、６月、９月、１２月の１日の登録日が閉庁日にあたる場合は、直近の開

庁日でよい事になりました。議案決定後は、告知をする手続きが必要になります。

御審議願います。 

【委員長】 

 只今の説明について、質疑ありませんか。 

 （「なし」と言う声あり。） 

 本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

 （「なし」と言う声あり。） 

 ないようですので原案のとおり決定します。 

次に議案第７４号から第７７号は選挙人名簿の調製にかかるものです。今回は定時

登録になります。一括して事務局より説明をお願いします。 

【事務局】 

議案第７４号は選挙人名簿に登録する者を定めることについてです。１,６０７人を

登録予定です。 

議案第７５号は選挙人名簿から抹消することについてです。 

９３１人を抹消の予定です。これに伴い御審議後御承認いただけますと、習志野市

の有権者数は１４３，０２５人となります。 

議案第７６号は在外選挙人名簿に登録する者を定めることについてです。２人を

登録の予定です。 

議案第７７号は在外選挙人名簿から抹消することについてです。１人を抹消の予

定です。以上４件を一括して御確認後、御審議願います。 

【委員】 

大久保の投票所は１万人を超えるが、その件についてどう考えていますか。 

【事務局】 

１万人は超えないようにと考えています。大久保小学校は建て替えの話が出てい

るので、教育委員会とも話し合っていく予定です。また第７区は５,０００人を超えてい

ないので、投票区の見直しも検討はしていきます。 

【委員長】 

只今の説明について、質疑有りませんか。 

 （「なし」と言う声あり。） 

 本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

 （「なし」と言う声あり。） 

 ないようですので原案のとおり決定します。 

次に議案第７８号 直接請求に必要な選挙人の数の決定について、事務局より説

明願います。 

【事務局】 

議案第７８号は直接請求に必要な選挙人の数の決定についてです。 

只今御確認のうえ御審議で、選挙人の登録・抹消の数が確定しましたので、それぞ
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れの法律に基づき除しております。 

御確認のうえ御審議願います。 

【委員長】 

只今の説明について質疑ありませんか。 

（「なし」と言う声あり。） 

本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（「なし」と言う声あり。） 

ないようですので原案のとおり決定します。 

その他報告連絡等ありますか。 

【事務局】 

報告事項があります。 

１点目は議会です。９月の定例会が始まりました。 

一般質問が４名から出ています。内容は 

「選挙公報の活用」 

「投票済み証明書を簡素化」 

「選挙公報を全戸配布」 

そして、今までと全く同じものです。 

２点目は「議会運営への申し入れについて」です。 

「事実に反する発言について」 

「司法機関の判断等に疑義を呈する発言について」記載してあります。 

これについては８月２６日議会に提出してあります。 

３点目は市長選についてですが、審査の申立ての裁決はまだです。しばらく時間が

かかると思います。 

４点目は啓発についてですが、この秋に明推協の総会を行う予定です。日程が決ま

り次第ご連絡致します。 

あとは主権者教育です。選挙の合間にも行っていましたが、この秋には習志野高

校・津田沼高校で行う予定です。 

それからダウン症の親の会の方から高等部を卒業した子供に主権者教育をして

欲しいとの依頼があり、１１月１６日（土）に行う予定です。 

最後５点目は住民情報システムの更新についてです。 

来春、入札で決めることになりました。 

これに向けて担当を決めて、対応しています。 

 

【委員長】 

以上で第４回定例選挙管理委員会を閉会します。 

 

 

 

 

 


